
漁船・養殖施設整備等利子助成事業（拡充）

１ 趣 旨
漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法（昭和51年法律第43号）第４

条第１項に基づく漁業経営改善計画の認定を受けた漁業者（以下「認定漁業者」
という。）が、日本政策金融公庫資金又は漁業近代化資金により、漁船の建造・
改造、養殖施設等の取得等をした場合、その金利負担を軽減（実質無利子化）す
ることにより、設備更新の促進による投資の拡大と漁業経営の安定の確保を図る。

２ 事業内容
（１）認定漁業者が、漁業経営改善計画を達成するため日本政策金融公庫資金（漁
業経営改善支援資金、漁船資金）又は漁業近代化資金により、漁船の建造・取
得、養殖施設等の取得等をした場合、負担する金利を最大２％助成し、認定漁
業者の金利負担の軽減（実質無利子化）を図る。
また、平成25年度までの貸付けであって、本事業の助成対象となったものに

係る本年度の義務的経費分についても助成を行う。

（助成内容）
・２６年度融資枠 ５８億円
・利子助成期間 漁船関連資金：１０年、その他：５年
・対象資金 公庫資金：漁業経営改善支援資金のうち漁船建造等資金、

長期運転資金及び漁船資金
近代化資金：１～５号資金

・利子助成の対象となる借入金の元本の上限
公庫資金：漁船関係資金 ２億円

長期運転資金 ５千万円
近代化資金：１号資金 ２０ｔ以上 ２億円

２０ｔ未満 ９千万円
２～５号資金 ２千万円

（２）暴風・豪雪等自然災害による被災漁業者が経営再開を図る場合に、負担す
る災害関連資金の金利を最大２％助成し、被災漁業者の金利負担の軽減（実
質無利子化）を図る。
また、平成25年度までの貸付けであって、本事業の助成対象となったもの

に係る本年度の義務的経費分についても助成を行う。

（助成内容）
・２６年度融資枠 ８億円
・利子助成期間 ５年
・対象資金 公庫資金及び近代化資金の災害関連資金
・利子助成の対象となる借入金の元本の上限

公庫資金：農林漁業セーフティネット資金 １千万円
その他資金 ２千万円

近代化資金：１～４号資金 ２千万円
５号資金 １千万円



３ 事業実施主体
全国漁業協同組合連合会

４ 事業実施期間
平成２１年度～平成２７年度

５ 平成２６年度概算決定額（前年度予算額）
３７６，５９５千円（２７２，５４２千円）

６ 補助率等
定額

７ 担当課
水産庁水産経営課 ０３－６７４４－２３４７（直）



 認定漁業者及び自然災害による被災漁業者が、日本政策金融公庫資金又は漁業近代化資
金により施設等を取得、復旧等した場合、負担する金利を最大２％助成（実質無利子化）する
ことにより、当該漁業者の金利負担を軽減。 

漁船・養殖施設整備等利子助成事業 
平成２６年度概算決定額 ： ３７７ （２７３）百万円 

補助対象 ： 
  認定漁業者、暴風・豪雪等の被災漁業者 
 
補助率 ： 定額 
 
事業実施主体 ： 
  全国漁業協同組合連合会 
 
交付先 ： 
  国 ⇒ 全国漁業協同組合連合会 ⇒ 
     認定漁業者、暴風・豪雪等の被災漁業者 
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